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支配株主等に関する事項について 

 

当社のその他の関係会社である中央バス総業株式会社について、支配株主等に関する事項は、

以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1.親会社、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等(平成 23 年 3 月 31 日現在) 

議決権所有割合(％) 
名称 属性 

直接所有分 合算対象分 計 

発行する株券が上場され

ている金融商品取引所等

中央バス総業 
株式会社 

その他の 
関係会社 

34.11 2.58 36.69 なし 

  

2.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

(平成 23 年 3 月 31 日現在) 

 

 中央バス総業株式会社は、当社議決権の36.69％(間接保有を含む)を所有する筆頭株主であり、

当社は同社の関連会社であります。 

 また、中央バス総業株式会社は、当社の緊密な者又は同意している者が同社の議決権の 49.5％

を所有する当社の持分法適用関連会社であり、中央バスグループを構成する 1社でもあります。 

 当社グループは中央バス総業株式会社から車両燃料等を購入しておりますが、購入に際しては

当社と関連を有しない他の当事者を含め一括交渉を行い、市場価格を勘案して一般的取引条件と

同様に決定しております。 

従いまして、当社が事業活動を行う上で中央バス総業株式会社からの制約はありません。 

なお、同社の取締役 7 名のうち 6 名が当社の取締役を兼務し、また同社の監査役 2 名のうち 1

名が当社の監査役を兼務しておりますが、当社は独自の経営判断を行っており、一定の独立性が

確保されております。 

 

 

 

 

 

－1－



3.支配株主等との取引に関する事項(自 平成 22 年 4 月 1日 至 平成 23 年 3 月 31 日) 

種類 
会社等の

名称 
所在地

資本金 

(千円) 

事業の

内容 

議決権等の

被所有割合

(％) 

関連当事者 

との関係 

取引の

内容 

取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 

その他

の関係

会社 

中央バス 

総業㈱ 

札幌市

中央区
40,000 

物 品

販売業

直接 34.11

間接 2.58 

･当社グループ

への車両燃料

等の販売 

･役員の兼任 

車両燃

料等の

購入 

1,364,271 買掛金 144,894 

 (注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等 

    車両燃料については、当社と関連を有しない他の当事者を含め一括交渉を行い、市場価

格を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。 

   2.当社は中央バス総業株式会社の発行済株式総数の 24.37％を所有しておりますが、会社

法第 308 条第 1項の規定により、議決権を有しておりません。 

3.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

4.前年度における親会社、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等      

(平成 22 年 3 月 31 日現在) 

議決権所有割合(％) 
名称 属性 

直接所有分 合算対象分 計 

発行する株券が上場され

ている金融商品取引所等

中央バス総業 
株式会社 

その他の 
関係会社 

34.11 2.58 36.69 なし 

 

5. 前年度における親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親

会社等との関係(平成 22 年 3 月 31 日現在) 

   

 中央バス総業株式会社は、当社議決権の36.69％(間接保有を含む)を所有する筆頭株主であり、

当社は同社の関連会社であります。 

 また、中央バス総業株式会社は、当社の緊密な者又は同意している者が同社の議決権の 49.5％

を所有する当社の持分法適用関連会社であり、中央バスグループを構成する 1社でもあります。 

 当社グループは中央バス総業株式会社から車両燃料等を購入しておりますが、購入に際しては

当社と関連を有しない他の当事者を含め一括交渉を行い、市場価格を勘案して一般的取引条件と

同様に決定しております。 

従いまして、当社が事業活動を行う上で中央バス総業株式会社からの制約はありません。 

なお、同社の取締役 6 名のうち 5 名が当社の取締役を兼務し、また同社の監査役 2 名のうち 1

名が当社の監査役を兼務しておりますが、当社は独自の経営判断を行っており、一定の独立性が

確保されております。 

 

6.前年度における支配株主等との取引に関する事項(自 平成 21年 4月 1日 至 平成 22年 3月

31 日) 

種類 
会社等の

名称 
所在地

資本金 

(千円) 

事業の

内容 

議決権等の

被所有割合

(％) 

関連当事者 

との関係 

取引の

内容 

取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 

買掛金 121,233 その他

の関係

会社 

中央バス 

総業㈱ 

札幌市

中央区
40,000 

物 品

販売業

直接 34.11

間接 2.58 

･当社グループ

への車両燃料

等の販売 

･役員の兼任 

車両燃

料等の

購入 

1,177,169 

未払金 390 
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(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等 

    車両燃料については、当社と関連を有しない他の当事者を含め一括交渉を行い、市場価

格を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。 

    2.当社は中央バス総業株式会社の発行済株式総数の 24.37％を所有しておりますが、会社

法第 308 条第 1項の規定により、議決権を有しておりません。 

3.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

 

以  上 
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